
推進計画と監視指導計画の位置づけについて（メモ） 

 

 

札幌市食品衛生監視指導計画（単年度） 

食品衛生法 食品安全基本法 

札幌市安全・安心な食のまち推進条例 食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針

（食品衛生法） 

1. 生産から販売までの食の安全確保 

2. 事業者の自主的取組の促進 

3. 危機管理の強化・充実 

4. 食品等の安全性に関する学習 

5. 相互理解の促進 

6. 市民の取組の促進 

7. 食産業・観光の振興への寄与 

・実施体制、関係機関との連携 

・監視指導の実施（立入検査、収去検査） 

・食中毒等健康被害発生時の対応 

・事業者の自主的衛生管理の推進 

・情報提供、意見交換（リスコミ） 

・人材の養成及び資質の向上 
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（食の安全・安心の確保に関する総合的な施策）

推進計画（中長期：５年） 

【監視指導・規制】 

【市民・事業者・札幌市の連携、協働】 

安全・安心な食のまち・さっぽろ 

「推進計画」は「食品安全基本法」及び「札幌市食の安全・安心推進条例」に基づいた相互理解、市民・

事業者・本市の連携・協働を理念とした、食の安全・安心の確保に関する総合的な施策を推進するための中

長期計画である。 

「監視指導計画」は食品衛生法に基づく事業者の監視指導・規制を主体に、地域の実情等を踏まえ、毎年

度策定する単年度計画である。 

この度、「推進計画」策定にあたり、「監視指導計画」は「推進計画」の施策の柱である「安全の確保」に

直結し、密接に関係することから、第一義に食品衛生法に基づく計画でありながら、「推進計画」における施

策の一部を担うものとして位置付ける。行政による「規制」並びに市民、事業者及び本市の「連携・協働」

の両面から、施策の展開をより強力に推し進めていく。 
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